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【７月の臨時総代会で挨拶をする境谷理事長】
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【議長に㈱川合農場 代表取締役 川合雅記総代が選出されました】

10

10

30

35

27

1200

９101112



(4)令和５年 10 月２日 第　64　号水土里ネットちっぷべつだより

土地改良事業費支出

（維持費支出）

103,020千円 18.1%

土地改良事業費支出

（事業費支出）

70,344千円 12.3%

附帯事業費支出

5,000千円 0.9%

土地改良事業負担金支出

117,313千円 20.6%

借入金返済支出・支払利息

136,492千円 23.9%

予備費

2,025千円 0.4%

一般管理費支出

131,034千円 23.0%

雑支出等

4,650千円 0.8%

土地改良事業収入

（一般賦課金）

295,377千円 51.8%

土地改良事業収入
（公庫繰上償還金収入等）

20,013千円 3.5%

補助金等収入

45,638千円 8.0%

土地改良事業収入

（特別賦課金）

28,767千円 5.1%

附帯事業収入

7,763千円 1.4%

借入金収入

124,753千円 21.9%

雑収入等

9,960千円 1.7%

業務受託料収入

18,607千円 3.3%

繰越金

19,000千円 3.3%

令和５年度　収入支出予算

支　出

収　入

－　予算総額５６９，８７８千円　－
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令和５年度　一般賦課金（7,300 円 /10a）の内訳

◎この決済金算出基準表は、令和 5年 7 月 19 日開催の臨時総代会で決定した決済金基準額を反映しております。

　　令和５年度　農地転用に伴う地区除外等決済金の
　　　　　　　　　　　 基準額、徴収時期及びその方法

令和５年度　賦課金等の額 ､徴収時期及びその方法
１．一般賦課金 ３．使　用　料

第１期 第２期 計 第１期 第２期 計

円 円 円 円 円 円

Ａ地区 4,500 2,800 7,300 R5.6.1 全地区 4,500 2,800 7,300 R5.6.1

Ｄ地区 450 280 730

円 ４．加　入　金

34,650

円

34,150 円

円 全地区 全　期 ２年割賦

500

地区区分

２．特別賦課金

地区名 期　別
10a当り
賦課金額

基準日 徴収方法
円 １．本土地改良区において直接徴収を行う。

全　期 事業費割 R5.11.1  R5.11.10～R5.12.11 ２．北いぶき農業協同組合及びきたそらち農業協同組合との委託契約に

　基づき徴収を行う。

道営・団体営
事業実施地区

徴 収 時 期期　別

徴 収 時 期

中心経営体農
地集積促進事

業

千秋第２一期
地区

千秋第２二期
地区

翌年度以降区画整理(整地工、暗渠

排水)実施計画の土地（暗渠排水は

夏期施工実施予定者に限る。)

R5.11.1  R5.11.10～R5.12.11

本年度夏期施工実施の土地

（ただし、積立額を除く。）

本年度夏期追加施工実施の土地

各年度の第２期賦課

金に同じ

徴収方法10a当り加入金

地区名

10,000

徴 収 時 期

一般賦課金

(A・D地区)に同じ

徴 収 時 期
10a当り使用料

基準日地区名
10a当り賦課金額

基準日

第１期

 R5. 6.21～R5. 7.20

第２期

 R5.11.10～R5.12.11

Ａ：田であるもの

Ｄ：水利使用の形態が、沢がかりのもの

地区名

決済金算出基準表 徴収時期・方法

国営負担金 維持管理費 決済金 徴収時期

償還金① 分担金② ③ ④ ①+②+③+④ １．賦課金等通知書通知日から（納期限は賦課金等通知書に記載）

徴収方法

１．本土地改良区において直接徴収を行う。

２．北いぶき農業協同組合及びきたそらち農業協同組合との委託契約に

　基づき徴収を行う。

Ａ　地区

Ｄ　地区
30,705 834 3,575 124,704

単位：円／10a当

道営・団体営

事業実施地区

　事業費割

　※各地区に該当地区（Ａ・Ｄ）の金額を加える

159,818

長期借入金
地区名
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【議長に宮野芳則総代が選出されました】
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令和４年度　収入支出決算

収入決算額 687,901 千円

支出決算額 653,008 千円

収支差引残高 34,893 千円
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貸　借　対　照　表 （令和 5年 3月 31 日現在）

当年度 前年度 増 減

Ⅰ．資産の部 (円) (円) (円)
1．流動資産

現金及び預金 38,219,498 51,540,157 △13,320,659 
その他未収金 67,876,618 131,535,600 △63,658,982 
前払金 38,595,813 116,695,473 △78,099,660 
その他流動資産 9,051,001 12,546,463 △3,495,462 

153,742,930 312,317,693 △158,574,763 

２．固定資産
(1)基本財産

山林、宅地及びその従物 25,456,891 25,456,891 0
備荒積立金 158,815,176 158,621,099 194,077
事業積立金 55,435,154 46,398,649 9,036,505

239,707,221 230,476,639 9,230,582

(2)特定資産
所有土地改良施設 9,479,056,474 8,934,453,145 544,603,329
土地改良施設用地等 3,102,593 3,772 3,098,821
受託土地改良施設使用収益権 591,799,927 615,119,294 △23,319,367 
役員退任功労金積立金資産 1,241,000 6,829,000 △5,588,000 
退職給与引当積立金資産 60,832,898 60,317,898 515,000
決済金積立資産 8,668,846 8,511,545 157,301
道営負担金償還準備金積立資産 296,508,148 292,159,285 4,348,863
中心経営体農地集積促進事業積立金資産 1,984,100 2,234,856 △250,756 

10,443,193,986 9,919,628,795 523,565,191

(3)その他固定資産
土地 276,069 276,069 0
建物 5,246,256 6,437,226 △1,190,970 
機械及び装置 235,555 319,222 △83,667 
車両運搬具 2,448,325 2,973,116 △524,791 
器具備品 1,240,079 1,853,917 △613,838 
ソフトウェア 0 2,597 △2,597 
適正化事業拠出金 5,140,000 2,382,000 2,758,000
出資金 1,314,000 1,314,000 0

15,900,284 15,558,147 342,137

10,698,801,491 10,165,663,581 533,137,910

３．繰延資産 0 0 0

0 0 0

10,852,544,421 10,477,981,274 374,563,147

Ⅱ．負債の部
1．流動負債

未払金 79,479,702 171,430,513 △91,950,811 
預り金 0 37,908 △37,908 
賞与引当金 6,619,477 6,534,625 84,852
短期借入金 113,291,270 119,325,930 △6,034,660 
適正化事業拠出金短期未払金 1,968,000 3,734,000 △1,766,000 
未払消費税等 774,800 900,800 △126,000 

202,133,249 301,963,776 △99,830,527 

２．固定負債
公庫資金等長期借入金 1,469,998,840 1,422,295,443 47,703,397
その他の長期借入金 113,390,000 141,200,000 △27,810,000 
適正化事業拠出金長期未払金 756,000 1,212,000 △456,000 
役員退任功労金引当金 1,241,671 6,829,171 △5,587,500 
職員退職手当引当金 100,759,696 97,450,994 3,308,702

1,686,146,207 1,668,987,608 17,158,599

1,888,279,456 1,970,951,384 △82,671,928 

Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産

所有土地改良施設受贈益 8,176,829,844 7,694,943,406 481,886,438
土地改良施設用地受贈益 3,098,831 0 3,098,831

8,179,928,675 7,694,943,406 484,985,269
（うち特定資産への充当額） (8,179,928,675) (7,694,943,406) (484,985,269)

２．一般正味財産 784,336,290 812,086,484 △27,750,194 
（うち基本財産への充当額） (239,707,221) (230,476,639) (9,230,582)
（うち特定資産への充当額） (2,201,191,413) (2,157,538,491) (43,652,922)

8,964,264,965 8,507,029,890 457,235,075

10,852,544,421 10,477,981,274 374,563,147

負債合計

正味財産合計

負債及び正味財産合計

指定正味財産合計

流動資産合計

固定資産合計

繰延資産合計

流動負債合計

固定負債合計

基本財産合計

科　　　　　目

特定資産合計

その他固定資産合計

資産合計
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財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１　重要な会計方針

土地改良区会計基準（平成 31 年２月 14 日付け 30 農振第 2938 号、農林水産省農村振興局長
通知）を採用している。

 （１）資産の評価基準及び評価方法
　　①　山林、宅地及びその従物：平成 31 年３月 31 日現在の固定資産税課税評価額による。
　　②　建物：財産台帳に登載されている取得価額から減価償却累計額を控除した価額としている。
　　③　所有土地改良施設

土地改良財産台帳に登載されている造成価額又は取得価額から減価償却累計額を控除し
た価額としている。
造成価額又は取得価額、造成年度又は取得年度が不明な施設については、必要な基礎的

データを調査の上、順次評価を行い資産に計上する。
　　④　土地改良施設用地等

平成 30 年度以前に取得した土地改良施設用地等は備忘価額１円としている。
　  ⑤　受託土地改良施設使用収益権

土地改良財産台帳に登載されている造成価額から減価償却累計額を控除し、土地改良区
が負担した割合を乗じた価額としている。

 （２）有価証券の評価基準及び評価方法：該当なし
 （３）貯蔵品の評価基準及び評価方法

重要性の乏しいものについては、その買入時又は払出時に費用としている。
 （４）固定資産の減価償却の方法
　　①　土地改良施設等の減価償却の方法

定額法による減価償却を平成 30 年度より実施している。また、資産評価開始前におけ
る減価償却については、経過期間に応じた減価償却累計額を算出している。
なお、耐用年数については、「土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数について」

（18 農振第 1598 号農村振興局企画部長通知）の標準耐用年数を用いている。
また、貸借対照表価額は直接法による。

　　②　その他固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却を平成 30 年度より実施している。また、資産評価開始前におけ

る減価償却については、経過期間に応じた減価償却累計額を算出している。
なお、耐用年数については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和 40 年大

蔵省令第 15 号）の耐用年数を用いている。また、貸借対照表価額は直接法による。
 （５）繰延資産の減価償却の方法：該当なし
 （６）引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当該事
業年度負担分を計上している。
役員退任功労金引当金：役員の退任功労金の支給に備えるため、役員等の報酬及び費用

弁償等に関する規程に基づく期末要支給額を計上している。
職員退職手当引当金：職員の退職手当に備えるため、職員退職給与規程に基づく期末要

支給額を計上している。
 （７）積立金の計上基準

役員退任功労金積立金：役員の退任功労金の支給に備えるため、積立金規程に基づき積
み立てている。
退職給与引当積立金：職員の退職手当の支給に備えるため、積立金規程に基づき積み立

てている。
決済金積立金：地区除外に伴い受領した決済金について、決済が行われた翌年度以降の

維持管理費に充当するため、積立金規程に基づき積み立てている。
道営負担金償還準備金積立金：道営土地改良事業に係る負担金の償還に備えるため、積

立金規程に基づき積み立てている。
中心経営体農地集積促進事業積立金：中心経営体農地集積促進事業の円滑な実施に備え

るため、積立金規程に基づき積み立てている。
 （８）リース取引の処理方法

ファイナンス ･ リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ
る。未経過リース料総額　1,132,158 円

 （９）消費税等の会計処理：消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
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４　基本財産及び特定資産の財源等の内訳
　　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

５　担保に供している資産：該当なし
６　固定資産等の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 （１）固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

２　重要な会計方針の変更
 （１）会計処理の原則又は手続の変更

平成 30 年度より会計処理を単式簿記会計から複式簿記会計に変更している。
 （２）令和４年度より土地改良区会計基準（平成 31 年２月 14 日付け 30 農振第 2938 号農林水産省
　　農村振興局長通知）へ完全移行を実施した。なお、前年度期末残高については、移行後の科目
　　へ組替及び再評価を行い記載している。
３　基本財産、特定資産の増減額及びその残高
　　基本財産、特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
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 （２）所有土地改良施設、受託土地改良施設使用収益権の取得価額、減価償却累計額及び当期末残
　　高は、次のとおりである。

 （３）土地改良施設建設仮勘定に係る補助金相当額については、次のとおりである。
　　　　該当なし
７　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益：該当無し
８　補助金、助成金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
　　補助金、助成金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

９　換地清算金徴収金の当期徴収額、換地清算金交付金の当期支払額並びにこれらの清算金の当期
　残高：該当なし
10　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
　　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

11　関連当事者との取引の内容：該当なし
12　重要な後発事象：該当なし
13　その他
 （１）長期借入金について：当事業年度末において貸借対照表に計上されている公庫資金等長期借
　　入金、その他の長期借入金及び短期借入金は、以下のとおり。
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 （２）長期借入金等の償還方法
当該長期借入金等の償還期限まで、毎年度、賦課金及び道営負担金償還準備金積立金の

取崩額を償還資金に充当する予定である。
 （３）未収賦課金等の明細：該当なし
 （４）引当金の明細
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正味財産増減計算書 （令和 5年 3月 31 日現在）

当年度 前年度 増 減

Ⅰ．一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1)経常収入

土地改良事業収入 333,313,867 343,708,330 △10,394,463

附帯事業収入 7,760,437 7,921,609 △161,172

基本財産運用収入 198,297 237,635 △39,338

特定資産運用収入 373,314 431,525 △58,211

補助金等収入 127,219,194 175,992,520 △48,773,326

交付金収入 7,560,000 15,132,000 △7,572,000

業務受託料収入 27,661,218 31,435,442 △3,774,224

雑収入 3,330,542 807,742 2,522,800

固定資産受贈益 314,560,184 294,138,479 20,421,705

821,977,053 869,805,282 △47,828,229

(2)経常支出

土地改良事業費支出 261,357,297 349,819,810 △88,462,513

附帯事業費支出 5,000,000 5,000,000 0

一般管理費支出 96,079,651 99,779,461 △3,699,810

土地改良事業負担金支出 78,496,565 132,224,831 △53,728,266

雑支出 112,295 178,854 △66,559

一般会計繰入額 12,478,359 15,945,845 △3,467,486

減価償却費 391,917,564 368,913,598 23,003,966

845,441,731 971,862,399 △126,420,668

当期経常増減額 △23,464,678 △102,057,117 78,592,439

２．経常外増減の部

(1)経常外収入

固定資産売却益 43,447 265,162 △221,715

寄付金収入 1,000,000 0 1,000,000

1,043,447 265,162 778,285

(2)経常外支出

資産評価損 2,917,399 2 2,917,397

支払利息 2,411,564 2,400,273 11,291

5,328,963 2,400,275 2,928,688

当期経常外増減額 △4,285,516 △2,135,113 △2,150,403

当期一般正味財産増減額 △27,750,194 △104,192,230 76,442,036

一般正味財産期首残高 812,086,484 916,278,714 △104,192,230

一般正味財産期末残高 784,336,290 812,086,484 △27,750,194

Ⅱ．指定正味財産増減の部

固定資産受贈益

所有土地改良施設受贈益 796,446,622 0 796,446,622

土地改良施設用地等受贈益 3,098,831 0 3,098,831

一般正味財産への振替額

一般正味財産への振替額（所有土地改良施設受贈益） △314,560,184 △294,138,479 △20,421,705

当期指定正味財産増減額 484,985,269 △294,138,479 779,123,748

指定正味財産期首残高 7,694,943,406 7,989,081,885 △294,138,479

指定正味財産期末残高 8,179,928,675 7,694,943,406 484,985,269

Ⅲ．正味財産期末残高 8,964,264,965 8,507,029,890 457,235,075

経常収入計

経常支出計

経常外収入計

経常外支出計

科　　　　　目
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財　産　目　録 （令和 5年 3月 31 日現在）

（円） （円）

235,555

45,269 2,448,325

38,174,229

1,240,079

17,262,618 0

50,614,000 5,140,000

38,595,813

9,051,001

153,742,930

1,314,000

15,900,284

25,456,891 10,698,801,491

0

158,815,176

79,479,702

0

6,619,477

55,435,154

239,707,221

9,479,056,474

3,102,593 85,481,270

591,799,927

27,810,000

1,968,000

774,800

60,832,898 202,133,249

1,241,000

8,668,846

1,469,998,840

296,508,148 113,390,000

756,000

1,984,100 100,759,696

10,443,193,986 1,241,671

1,686,146,207

276,069

5,246,256

科　　目 科　　目 金　　額金　　額

ﾊﾟｿｺﾝ　他45品

ソフトウェア

適正化事業拠出金

出資金

630,000

350,000

244,000

90,000

北海道土地改良事業団体連合会

北いぶき農協本所

8,964,264,965

10,852,544,421

負　債　合　計 1,888,279,456

償還平準化事業借入金

農林漁業資金借入金

68,332,425

9,152,653

7,996,192

資　産　合　計

Ⅲ．正味財産の部

固定負債合計

２．固定負債

公庫資金等長期借入金

農林漁業資金借入金

109,652,720

14,341,078

1,051,479,961

294,525,081

農地耕作条件　３地区

農業基盤整備　１地区

計

特定資産合計

北いぶき農協本所

深川市多度志南66番地　他8筆

中心経営体農地集積促進事業積立金資産

その他固定資産

土　地

建　物

6,490,975

236,149,541

54,446,053

5,912,554

2,559,658

役員退任功労金積立金資産

決済金積立資産

5,461,000

58,273,240

2,177,871

秩父別町字滝の上43番地　他3,785筆

北いぶき農協本所

北いぶき農協妹背牛支所

北いぶき農協本所

土地改良施設用地等

受託土地改良施設使用収益権

退職給与引当積立金資産

基本財産合計

計

計

計

所有土地改良施設

庁舎　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ2階建　他3

Ⅰ．資産の部

１．流動資産

現金及び預金

現　金

預　金

未収業務受託料

その他未収金

未収補助金

前払金

分担金

その他流動資産

２．固定資産

基本財産

山林、宅地及びその従物

北いぶき農協妹背牛支所

北いぶき農協本所

きたそらち農協深川支所

北いぶき農協妹背牛支所

北いぶき農協本所

道営負担金償還準備金積立資産

北いぶき農協本所

北いぶき農協妹背牛支所

機械及び装置

ｶﾜｻｷ　ｼｮﾍﾞﾙ　他2台

車両運搬具

ﾄﾖﾀ　ｶﾛｰﾗﾌｨｰﾙﾀﾞｰ　他6台

器具備品

雨竜郡秩父別町1536番地3　他4筆

備荒積立金

事業積立金

特定資産

きたそらち農協深川支所

きたそらち農協本所

北いぶき農協妹背牛支所

北いぶき農協本所

10,000,000

1,253,577

流動資産合計

３．繰延資産

その他固定資産合計

固定資産合計

繰延資産合計

計

82,384,641

76,430,535

38,720,577

農地耕作条件　３地区

農業基盤整備　１地区

経営体　12地区

計

農林中央金庫

北海道信用農業協同組合連合会

Ⅱ．負債の部

１．流動負債

短期借入金

賞与引当金

預り金

未払金

計

計

その他の長期借入金

償還平準化事業借入金

雨竜川中央秩父別地区

役員退任功労金引当金

職員退職手当引当金

適正化事業拠出金長期未払金

雨竜川中央秩父別地区

未払消費税等

適正化事業拠出金短期未払金

農地整備　３地区

経営体　11地区

流動負債合計
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事　業　報　告 （令和５年 3月 31 日調製）

第１　地区及び組合員の状況

　１　地区 ヘクタール

　２　組合員 名

第２　事業の状況

　１　土地改良施設の維持管理の状況

　（１）用水補給の状況

　（２）維持管理の状況

　　　ア　用排水路の維持について

　　　　①　土地改良施設維持管理適正化事業

東山第二幹線

八丁目幹線

東山第二幹線

東山第二幹線

揚水機場

滝の上

八丁目

東山第三

東山第一

第１幹線用水路

第１号調整水門等補修工事

(44期生)

12,870,000 秩父別町 調整施設整備補修 旭ｲﾉﾍﾞｯｸｽ㈱

　用水路の維持については、幹線用水路は職員による直営又は請負により実施した。支派線用水路等の維

持補修工事については請負により実施し、草刈り及び浚渫等は地元組合員出役により実施した。排水路の

維持については、草刈り及び浚渫等は管理区により実施した。

　また、維持管理事業についても、補助金を導入して計画的に工事を実施すべく、土地改良施設維持管理

適正化事業に加入している。

　主な請負工事等として、次のとおり実施した。

（単位：円）

工事名 事業費 工事場所 工　事　内　容 請負業者名

22,684kwh 2,182.5時間  113日 24kwh 

49,072kwh 1,971.0時間  99日 33kwh 

23,625kwh 
220.0時間  

0.0時間  

16日 

0日 

132kwh 

250kwh 

1,215,739kwh 

480.5時間  

2,192.0時間  

516.5時間  

2,152.0時間  

23日 

113日 

27日 

111日 

250kwh 

390kwh 

55kwh 

120kwh 
滝の上幹線

　　本年度の通水状況は滝の上頭首工、東山貯水池ともに地区内の土地へ配水計画に基づき順調に配水す

　ることができた。

　　また、滝の上、東山第一、第三揚水機の運転については関係組合員の協力のもと一定期間、時間給水

　を繰り返すかんがいを行い、節電に努めた。

令和４年度　各揚水機場ポンプ運転状況

第　３　区

合　　　計

使用電力量（期間）運転時間運転日数モーター系統名

第　１　区

第　２　区

年度別員数
前年度末 本年度末 比較増減 附　　記

選挙区別

総数

年度別地積 前年度末 本年度末
比較増減 本年度賦課地積

事業別 地　　積 地　　積

総面積

土地改良（維持管理）
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　　　　②　土地改良施設維持管理事業

　　　　③　土地改良施設維持管理事業（附帯事業）：該当無し

　　　　④　土地改良施設維持工事

　　　　⑤　浚渫・清掃：該当無し

　　　　⑥　草刈、清掃

　　　　⑦　その他の工事：該当無し

　　　イ　堰・樋門の維持について：該当無し

　　　ウ　ポンプ施設等について

　　　　①　土地改良施設維持管理適正化事業：該当無し

　　　　②　土地改良施設維持管理事業

　　　　③　土地改良施設維持工事

合　計 3,410,000

土地改良施設維持工事

第５工区
1,430,000 秩父別町

滝の上揚水機場機械・電気設備保

守点検

荏原商事㈱

北海道支店

土地改良施設維持工事

第６工区
1,980,000 妹背牛町

八丁目揚水機場水位計交換・グラ

ンドパッキン交換

㈱日星電機

岩見沢支店

（単位：円）

工事名 事業費 工事場所 工　事　内　容 請負業者名

農地耕作条件改善事業

滝の上地区　第１工区
118,580,000 秩父別町 滝の上揚水機場電気設備据付

荏原商事㈱

北海道支店

　ポンプ施設等については、例年どおり配水開始前に各揚水機を点検整備し、用水の円滑な送水確保に努

めた。

　また、補助金を導入して計画的に維持補修を実施すべく、土地改良施設維持管理適正化事業に加入予定

である。

　主な請負工事として、次のとおり実施した。

（単位：円）

工事名 事業費 工事場所 工　事　内　容 請負業者名

業務名 事業費 工事場所 業　務　内　容 請負業者名

幹線用水路敷地

草刈作業委託
4,785,000 秩父別町

第一・第二・滝の上・旧東山・

東山第二幹線　75,685㎡×2回
興和建設㈱

合　計 15,985,200

（単位：円）

土地改良施設維持工事

第４工区
3,019,500

秩父別町

妹背牛町

幹線用水路補修

支派線用水路補修、農道補修
青木建設㈱

土地改良施設維持工事

第３工区
2,413,400 秩父別町 支派線用水路補修 寺迫工業㈱

土地改良施設維持工事

第２工区
4,508,900 秩父別町

幹線用水路補修

支派線用水路補修
北垣建設工業㈱

合　計 8,173,000

土地改良施設維持工事

第１工区
6,043,400 秩父別町

幹線用水路補修

支派線用水路補修、農道補修
興和建設㈱

（単位：円）

工事名 事業費 工事場所 工　事　内　容 請負業者名

農業水路等長寿命化・
防災減災事業

秩父別地区　農業水利施設等

地理情報システム化業務

3,080,000 秩父別町
農業水利施設等地理情報システム

更新
㈱ネクシス光洋

業務名 事業費 業務場所 業　務　内　容 請負業者名

農業水路等長寿命化・
防災減災事業

秩父別旧池下幹線地区
調査設計１

5,093,000 秩父別町 調査設計一式 ㈱ﾙｰﾗﾙｴﾝｼﾞﾆｱ

（単位：円）
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　　　エ　農道について

　　　オ　その他：該当無し

　２　事業による受益の状況

　３　国営事業の進捗状況

　４　道営事業の進捗状況

第３　事務の経過

　１　総代会の開催及び議決状況の概要

　２　理事会の開催及び議決状況の概要

R5.3.24 改良区 10/10
令和５年度幹線・支派線用水路維持工事の実施及び指名業者について

外10議案、3報告

R4.12.9 改良区 10/10
令和４年度幹線雪割り業務委託（随意契約）に係る業者選考について

外2議案、4報告

R5.2.27 改良区 9/10
令和４年度第３回収入支出補正予算について

外8議案、2報告

R4.8.1 改良区 10/10
理事長及び副理事長並びに代表監事の互選について

外7議案、4報告

R4.10.28 改良区 10/10
令和４年度維持管理関連工事及び国営・道営・団体営事業の実施状況

について　外9議案、3報告

R4.7.1 改良区 9/10
令和４年度一時借入金の借入状況について

外12議案、6報告

R4.11.8 臨時
JA北いぶき

本所
32/35

令和４年度第２回収入支出補正予算について

外2議案

R5.3.10 通常
JA北いぶき

本所
27/35

令和４年度第３回収入支出補正予算について

外11議案、1報告

R4.7.15 臨時
JA北いぶき

本所
30/33

令和３年度収入支出決算の承認について

外7議案、1報告

年月日 開催場所 出席者数 付　議　事　項

合　計 957,564,661
区画整理Ａ=40.6ha

用水路Ｌ=2,411ｍ、排水路Ｌ=367ｍ

調査設計一式、調査一式

年月日 区　分 開催場所 出席者数 付　議　事　項

農地整備事業

千秋第２一期地区
297,542,600

区画整理Ａ=15.7ha

排水路Ｌ=367ｍ、調査設計一式

中本土建㈱

神部組㈱　外

農地整備事業

桜川第２地区
303,408,512

区画整理Ａ=1.5ha

用水路Ｌ=2,101ｍ、調査一式

北垣建設工業㈱

妻神工業㈱　外

農地整備事業

千秋第２二期地区
356,613,549

区画整理Ａ=23.4ha

用水路Ｌ=310ｍ、調査設計一式

妻神工業㈱

居林・川端JV　外

（単位：円）

事業及び地区名 事業費 工　事　内　容 請負業者名

国営総合

農地防災事業

雨竜川下流地区

八丁目頭首工
改修一式

導水路　L=2.5km

11,860,000 4,355,521 1,339,995 6,164,484

　道営農地整備事業桜川第２、千秋第２一期、千秋第２二期地区において、老朽化の進んでいるヒューム

管による用水路の改修を進め、漏水の改善と維持管理費の低減を図っている。

（単位：千円）

事業及び地区名 総事業量
事　業　費

総事業費 前年度迄 本年度 翌年度以降

　農道については、維持管理補修計画を毎年定め、直営又は請負にて計画的に実施している。
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　３　監事会の開催及び議決状況の概要

　４　役員選任推薦会議の開催及び議決状況の概要

第４　経理の状況

　１　ア　かんがい施設の維持管理 円

内訳 １　幹線等維持費 円

２　支派線維持費 円

３　揚水機維持費 円

４　適正化事業工事費 円

５　農地耕作条件改善事業(定率) 円

６　農業水路等長寿命化・防災減災事業 円

　　　イ　用排水施設の新設：該当無し

　　　ウ　区画整理：該当無し

　２　借入金

24 28,036,976

合　計 145,325,000 2,036,772 143,288,228

農地耕作条件

改善事業
滝の上地区

日本政策金融

公庫札幌支店 R5.5.29 0.80% 28,037,000 R24.12.15

338,646 35,661,354

農地整備事業
千秋第２二期地区

日本政策金融

公庫札幌支店 R4.11.30 0.85% 9,000,000 R28.12.15 84,662 8,915,338

農地整備事業
千秋第２二期地区

日本政策金融

公庫札幌支店 R4.11.30 0.00% 36,000,000 R28.12.15

26,600,000

農地整備事業
千秋第２一期地区

日本政策金融

公庫札幌支店 R4.11.30 0.85% 6,650,000 R28.12.15 397,113 6,252,887

農地整備事業
千秋第２一期地区

日本政策金融

公庫札幌支店 R4.11.30 0.00% 26,600,000 R28.12.15

889,149 30,340,851

農地整備事業

桜川第２地区
日本政策金融

公庫札幌支店 R4.11.30 0.85% 7,808,000 R28.12.15 327,178 7,480,822

農地整備事業

桜川第２地区
日本政策金融

公庫札幌支店 R4.11.30 0.00% 31,230,000 R28.12.15

8,173,000

207,943,665

22,976,522

10,763,665

34,580,478

12,870,000

118,580,000

（単位：円）

事業及び地区名 借入先
借　入

年月日
利率

借入金

総　額

償　還

期　限

当該年度

償還額
未償還額

R4.6.21 改良区 10/10 各委員役員選任推薦経過報告について　外2議案

R4.6.24 改良区 3/10 役員被選任人推薦状の提出について

R4.4.19 改良区 10/10 各委員役員選任推薦経過報告について　外2議案

R4.6.10 改良区 10/10 各委員役員選任推薦経過報告について　外2議案

年月日 開催場所 出席者数 付　議　事　項

R4.4.5 改良区 10/10 役員選任推薦委員代表及び副代表の互選について　外1議案

R4.12.13 改良区 3/3 令和４年度出納監査及び業務運営監査について　外1議案

R5.2.16

改良区 3/3 令和４年度出納監査及び業務運営監査について　外4議案～

R5.2.17

R4.6.23

改良区

3/3

令和３年度決算監査について　外2議案～

R4.6.24 2/3

年月日 開催場所 出席者数 付　議　事　項
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　秩父別土地改良区定款第２３条の規定により、令和４年度一般会計に関する決算監査及び令
和５年度一般会計に関する中間監査を執行したので、次のとおり報告する。

　　令和５年７月１９日
　　　　秩父別土地改良区
　　　　理事長　境　谷　博　之　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秩父別土地改良区　代表監事　那　須　正　利
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監　　事　安　藤　敏　之
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監　　事　安　永　敦　也

記
１．監査した年月日　　　　令和５年６月２１日・２２日
２．監査の対象とした期間　令和４年度決算監査
　　　　　　　　　　　　　　令和４年４月１日 から 令和５年３月３１日まで
　　　　　　　　　　　　　令和５年度中間監査
　　　　　　　　　　　　　　令和５年４月１日 から 令和５年６月２０日まで
３．監査の結果
　（1）業務に関する事項
　　①運営状況　　議決、執行機関共に適正な運営である。
　　　　　　　　　また、定款、諸規程の整備状況についても良好と認めます。
　　②事業の状況　道営農地整備事業各地区につきましては、計画どおり順調に施行され、平
　　　　　　　　成 25 年度に着工した桜川第２地区は令和４年度をもって完了いたしました。
　　　　　　　　　また、施設維持管理事業、各団体営事業及び各受託事業についても、適正
　　　　　　　　に施行されております。
　（2）財務に関する事項
　　①会計状況　　予算執行に当たっては、総代会で議決された予算書により適正に執行され
　　　　　　　　ております。
　　　　　　　　　令和４年度一般賦課金及び特別賦課金の徴収状況は良好であり、未収金は
　　　　　　　　ありません。
　　②経理状況　　収入支出経理内容についての諸帳簿等は適正に整理され、証拠書類の整備
　　　　　　　　状況についても良好と認めます。
　　　　　　　　　また、現金、預金等の管理においても良好と認めます。
　　以上、全般を通じ良好と認めます。

監　査　報　告

　３　一時借入金

　４　賦課金の納入及び滞納状況

100%

合　計 327,124,988 327,124,988 0

（千秋第２二期地区） (4,237,992) (4,237,992) (0) (100%)

特 別 賦 課 金 ２　期 31,576,103 31,576,103 0

(100%)

（千秋第２一期地区） (2,816,806) (2,816,806) (0) (100%)

中 心 経 営 体 農 地 集 積

促 進 事 業 一 般 賦 課 金

２　期

7,342,246 7,342,246 0 100%

（桜川第２地区） (287,448) (287,448) (0)

0 100%

２　期 110,544,959 110,544,959 0 100%
一 般 賦 課 金

１　期 177,661,680 177,661,680

（単位：円）

賦課金種目 期　別 調定額 徴収済額 未収額 徴収率

合　計 32,000,000 20,345

15,945

北いぶき農協 本所 R4.6.28 12,000,000 0.582% R4.7.20 23日間 4,400

北いぶき農協 本所 R4.6.1 20,000,000 0.582% R4.7.20 50日間 

（単位：円）

借入先 借入年月日 借入額 利率 償還年月日 支払利子 備　考
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◆秩父別町活動組織役員紹介◆ （敬称略）

秩 父 別 町 活 動 組 織 総 会 開 催
　令和５年４月６日、午後５時からＪＡ北いぶき本所３階大ホールにて「令和５年度秩父別町活動

組織総会」が開催されました。総会では、コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、書面議決の

行使を認め、15 名の出席、72 名の書面議決を得て、議長に日の出農事組合の中西貴彦氏を議長に

選出し、令和４年度事業報告、令和４年度収入支出決算等、５議案１報告が原案通り承認されました。

　総会後、新役員による役員選考が行われ、新代表には佐藤宏樹氏（稲豊農事組合）が就任しました。

役 職 氏 名 役 職 氏 名

代 表 佐 藤 宏 樹 幹 事 宮 森 康 彰

副 代 表 植 田 辰 徳 幹 事 安 井 伸 介

総 務 四 十 坊 直 紀 幹 事 前 田 力 男

会 計 土 井 陽 平 幹 事 前 田 尋 史

幹 事 眞 島 祐 輔 幹 事 川 合 雅 記

幹 事 中 村 純 一 幹 事 中 西 俊 彰

幹 事 井 上 淳 司

幹 事 畑 田 和 美 監 査 役 得 能 直 浩

幹 事 稲 澤 実 監 査 役 戸 村 哲 也
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【八丁目幹線】

【東山貯水池】

管理区 作業面積 管理区 作業面積

東 26,593 西　栄 50,988

協　栄 29,893 新千代 21,114

日の出 32,005 中　央 34,788

北　部 46,572 小　藤 58,467

新　盛 30,006 計 373,522

南 43,096 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 29,000

令和５年度　各管理区草刈作業面積(㎡)
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工 事 実 施 概 要

工　　期：令和５年６月２７日　から　令和６年３月８日

受 注 者：中本土建株式会社

工事概要：導水路工事（ボックスカルバート Ｌ＝１２１ｍ）、その他工事一式

○雨竜川下流地区　八丁目頭首工導水路大藤川工区工事

工　　期：令和２年６月２６日　から　令和７年３月１７日

受 注 者：株式会社中山組

工事概要：八丁目頭首工本体工事一式

　　　　　導水路工事 ( ボックスカルバート Ｌ＝２５０ｍ )令和５年度施工

○雨竜川下流農地防災事業　八丁目頭首工建設工事

　令和５年度国営総合農地防災事業
　　　　　　雨竜川下流地区工事実施概要

　令和５年度は、八丁目頭首工の管理棟が建設され、令和元年度から続いている導水路工事を引き

続き行いながら、令和２年度から開始された新頭首工の本体工事も実施されます。

　工事期間中は、大型の工事車両が走行いたします。工事の施工にあたり安全走行を第一としなが

ら工事を実施いたしますので、関係組合員、近隣住民の皆様のご協力をお願いいたします。

　また、「国営総合農地防災事業雨竜川下流地区」を見学したい団体等がありましたら、当区まで

ご相談下さい。（時期によっては見学出来ない時があります。）

工　　期：令和５年６月１３日　から　令和５年１２月１５日

受 注 者：株式会社中山組

工事概要：管理棟新築一式

○雨竜川下流地区　八丁目頭首工管理棟新築工事
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管理区の再編を検討 !!
　管理区制度は昭和 50 年に 20 管理区、組合員数 996 名で発足しました。その後 28 年が経過した

平成 12 年には組合員数が 403 名と減少し、管理区を現在の 10 管理区と再編いたしました。その後

も組合員数の減少が進み、現在では 189 名（令和 5 年 6 月 1 日現在）となり改良区運営の見直しの

観点から、管理区再編の検討を進めています。再編の方針については本年 12月までに原案を作成し、

令和６年２月開催されます各管理区総会にて組合員の皆様へ説明いたしますのでご理解、ご協力を

よろしくお願いいたします。

　また、管理区再編が決定した後に総代・役員定数の検討を行い新管理区の施行は改選年である令

和８年度からといたします。

現在の管理区状況

選挙区 管理区名 受益面積 組合員数

東 322 16

協栄 404 20

日の出 404 21

北部 400 22

新盛 322 14

南 462 19

西栄 440 14

新千代 260 21

中央 504 20

小藤 431 22

合計 10管理区 3,949 189

第１

選挙区

第２

選挙区

第３

選挙区
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【改良区を代表して玉串奉奠を行う藤原副理事長】

　○女性理事が登用されていない組織数

　　2016 年度：3,737/3,900 ⇒ 2025 年度：0

　○理事に占める女性の割合

　　（改良区）　 2016 年度： 0.6% ⇒ 2025 年度：10%

　　（ＪＡ）　　 2019 年度： 8.4% ⇒ 2025 年度：15%

　　（農業委員）2020 年度：12.3% ⇒ 2025 年度：30%

第５次男女共同参画基本計画

【お礼の挨拶をする境谷理事長】
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　組合員の皆様で、次のような事由が生じましたら、ご面倒でも印鑑をご持参のうえ、土
地改良区に届出をお願いいたします。他の関係機関の手続きで自動的に土地改良区も変更
する事はありません。

◆組合員の資格得喪通知について

　◎農地の移動（売買、賃貸借、交換等）　◎住所、電話・ＦＡＸ番号の変更

　◎経営移譲 (農業者年金受給等による）

　◎贈与・死亡による名義変更　◎公共用地買収、宅地化等による転用

　◎農家経営を法人化される方（定款 (写 )の提出もお願いします）

◆土地改良施設を大切に使用しましょう

　近年、農作業機械・運搬車両の大型化が進んでいますが、用水路管理用道路又は農道を
走行する際には、パイプライン・横断管等が埋設されている箇所もありますので、十分注
意して通行されるよう、お願いいたします。

◆用水路に絶対ゴミ等を捨てないように

　雑草、日用品で不用になったもの、動物の死骸等々、大量にしかも人為的に投げ込まれ
ております。このため、ゴミ揚げ作業に大変苦労しており、ゴミ詰まりが原因と見られる
溢水や給水栓のゴミ詰まりなどの被害が発生しております。また、施設用地に古タイヤ等
が捨ててあると土地改良区がその処分費を負担しなくてはいけません。
　ゴミなどは絶対捨てないようにお願いいたします。

◆農地転用決済金について

　地区内にある農地を他の目的に転用又は公共事業等で買収された場合は、土地改良区に
農地転用等の通知を提出すると共に、地区除外決済金を納入しなければなりません。

※土地改良区は地区内農地への賦課金で管理運営を行っています。しかし、農地を転用した場合、残っ

た農地で全地区負担事業償還残金等を負担しなければなりません。そこで、負担の公平を図るため、

土地改良法により農地転用した場合は決済金を納めていただくことになっています。

◆土地改良施設に物を置かないように

　土地改良区の所管する管理用道路等の用地は公共の土地となります。農機具等個人の所
有物を長期にわたって用地に放置することは、維持管理に支障をきたすことがあります。

『皆様のご理解、ご協力をお願いします』

土地改良区からのお願い ･･
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